
様式第1号(第6条関係)                                             

常陸太田市 

(金融機関用) 

市 税 等 預 金 口 座 振 替 
依頼書 

停止届 

令和  年  月  日 

取扱金融機関 御中 

※太枠の中を記入して下さい。 

 私は，下記事項を確認のうえ，市税等の預金口座振替による納付を依頼(停止)します。 

1 納付義務者 

住 所    

(フ リ ガ ナ) 

氏 名 

   

○印  

 

  

電 話   

2 預金口座                                    3枚とも押印してください。 

金融機関コード 店舗コード 銀行・金庫 

農協・信組 

本店・支店・出張所 

本所・支所                   

預金の種類 口 座 番 号 預 金 名 義 届出印 

1 普 通 

2 当 座 

3 納税準備 
       

フリガナ 

  
      

3 対象税目等の番号に○印をつけてください。 

1 固定資産税・都市計画税 11 霊園管理料 

2 軽自動車税 12 保育料 

3 国民健康保険税 13 児童クラブ利用料 

4 市県民税(普通徴収分) 14 中部土地改良区費 

5 後期高齢者医療保険料 15 辰ノ口堰土地改良区費 

6 介護保険料 16 奨学資金貸付金返還金 

7 市営住宅使用料 17 滞納分(市税) 

8 市営住宅駐車場使用料   

9 公共下水道受益者負担金(常陸太田地区)   

10 公共下水道受益者分担金(金砂郷・水府地区)   

      

  注）17滞納分(市税)については，事前に市担当課へ相談ください。 

4 前納一括振替を希望する番号に○印をつけてください。 

   固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税    公共下水道受益者負担金・分担金(4年全額) 

   市 県 民 税 （ 普 通 徴 収 分 ）    公共下水道受益者負担金・分担金(1年分) 

  固定資産税・都市計画税，市県民税(普通徴収分)の前納の申し込みをした場合は，申し込みをした月の翌年度から前納

扱いになり，年税額を一括して振り替えます。また，公共下水道受益者負担金・分担金は，第1期納期の前月までに申し

込んだ場合に前納扱いとなり，当該年額から前納報奨金額を差し引いた額を一括して振り替えます。 

5 振替開始日  申し込みをした月の翌月分から 

6 振 替 日  各税目等の納期限の日 

7 確 認 事 項 

 (1) 預金の支払手続きについては，当座勘定規定又は預金規定にかかわらず当座小切手の振出し又は預金通帳及び預金

払戻請求書の提出などいたしませんから，貴店(所)所定の方法で処理してください。 

 (2) 取扱金融機関の残高が振替日において，納付書等の金額に満たないときは，私及び預金者に通知することなく，た

だちに，納付書等を返却されても異議はありません。 

 (3) この口座振替契約は，貴店(所)及び市長が必要と認めたとき，私及び預金者に通知されることなく解除されても異

議ありません。 

 (4) この口座振替を解除するときは，私から貴店(所)に停止届を提出します。 

 (5) 上記により振替納入済みのときは，特に通知及び領収書は求めません。 

 (6) この取扱についてどのような紛議が生じても，貴店(所)の責による場合を除き，貴店(所)に迷惑はかけません。 

 

 

 



様式第2号(第6条関係) 

 

(市送付用) 

 市税等預金口座振替用納付書等送付 
依頼書 

停止届 

令和  年  月   日 

常陸太田市長 殿 

※太枠の中を記入して下さい。 

 次の預金口座から納付する下記の市税等を，口座振替の方法で納付したいので，振替に必要な納付書等を指定する金融機

関へ送付してください。 

1 納付義務者 

住 所     

(フ リ ガ ナ) 

氏 名 

  

印   

電 話   

2 預金口座                                    3枚とも押印してください。 

金融機関コード 店舗コード 銀行・金庫 

農協・信組 

本店・支店・出張所 

本所・支所                   

預金の種類 口 座 番 号 預 金 名 義 届出印 

1 普 通 

2 当 座 

3 納税準備 

              

フリガナ 

  
  

3 対象税目等の番号に○印をつけてください。 

1 固定資産税・都市計画税 11 霊園管理料 

2 軽自動車税 12 保育料 

3 国民健康保険税 13 児童クラブ利用料 

4 市県民税(普通徴収分) 14 中部土地改良区費 

5 後期高齢者医療保険料 15 辰ノ口堰土地改良区費 

6 介護保険料 16 奨学資金貸付金返還金 

7 市営住宅使用料 17 滞納分(市税) 

8 市営住宅駐車場使用料   

9 公共下水道受益者負担金(常陸太田地区)   

10 公共下水道受益者分担金(金砂郷・水府地区)   

      

  注）17滞納分(市税)については，事前に市担当課へ相談ください。 

4 前納一括振替を希望する番号に○印をつけてください。 

   固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税    公共下水道受益者負担金・分担金(4年全額) 

   市 県 民 税 （ 普 通 徴 収 分 ）    公共下水道受益者負担金・分担金(1年分) 

  固定資産税・都市計画税，市県民税(普通徴収分)の前納の申し込みをした場合は，申し込みをした月の翌年度から前納

扱いになり，年税額を一括して振り替えます。また，公共下水道受益者負担金・分担金は，第1期納期の前月までに申し

込んだ場合に前納扱いとなり，当該年額から前納報奨金額を差し引いた額を一括して振り替えます。 

5 振替開始日  申し込みをした月の翌月分から 

6 確 認 事 項 

 (1)  停止の場合は，依頼事項を停止事項に読み替えます。 

    取扱金融機関名及び承諾印 

               金融機関名               ○印  

                                                       

 

税目番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

確 認 印           

税目番号 11 12 13 14 15 16 17 18   

確 認 印           

 

受付番号 個人コード 氏名コード 

   



様式第1-1号(第6条関係) 

 

(依頼者用控) 

市 税 等 預 金 口 座 振 替 
依頼書 

停止届 

令和  年  月   日 

取扱金融機関 御中 

※太枠の中を記入して下さい。 

 私は，下記事項を確認のうえ，市税等の預金口座振替による納付を依頼(停止)します。 

1 納付義務者 

住 所     

(フ リ ガ ナ) 

氏 名 

  

印   

電 話   

2 預金口座                                    3枚とも押印してください。 

金融機関コード 店舗コード 銀行・金庫 

農協・信組 

本店・支店・出張所 

本所・支所                   

預金の種類 口 座 番 号 預 金 名 義 届出印 

1 普 通 

2 当 座 

3 納税準備 

              

フリガナ 

  
  

3 対象税目等の番号に○印をつけてください。 

1 固定資産税・都市計画税 11 霊園管理料 

2 軽自動車税 12 保育料 

3 国民健康保険税 13 児童クラブ利用料 

4 市県民税(普通徴収分) 14 中部土地改良区費 

5 後期高齢者医療保険料 15 辰ノ口堰土地改良区費 

6 介護保険料 16 奨学資金貸付金返還金 

7 市営住宅使用料 17 滞納分(市税) 

8 市営住宅駐車場使用料   

9 公共下水道受益者負担金(常陸太田地区)   

10 公共下水道受益者分担金(金砂郷・水府地区)   

      

  注）17滞納分(市税)については，事前に市担当課へ相談ください。 

4 前納一括振替を希望する番号に○印をつけてください。 

   固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税    公共下水道受益者負担金・分担金(4年全額) 

   市 県 民 税 （ 普 通 徴 収 分 ）    公共下水道受益者負担金・分担金(1年分) 

  固定資産税・都市計画税，市県民税(普通徴収分)の前納の申し込みをした場合は，申し込みをした月の翌年度から前納

扱いになり，年税額を一括して振り替えます。また，公共下水道受益者負担金・分担金は，第1期納期の前月までに申し

込んだ場合に前納扱いとなり，当該年額から前納報奨金額を差し引いた額を一括して振り替えます。 

5 振替開始日  申し込みをした月の翌月分から 

6 振 替 日  各税目等の納期限の日 

7 確 認 事 項 

 (1) 預金の支払手続きについては，当座勘定規定又は預金規定にかかわらず当座小切手の振出し又は預金通帳及び預金

払戻請求書の提出などいたしませんから，貴店(所)所定の方法で処理してください。 

 (2) 取扱金融機関の残高が振替日において，納付書等の金額に満たないときは，私及び預金者に通知することなく，た

だちに，納付書等を返却されても異議はありません。 

 (3) この口座振替契約は，貴店(所)及び市長が必要と認めたとき，私及び預金者に通知されることなく解除されても異

議ありません。 

 (4) この口座振替を解除するときは，私から貴店(所)に停止届を提出します。 

 (5) 上記により振替納入済みのときは，特に通知及び領収書は求めません。 

 (6) この取扱についてどのような紛議が生じても，貴店(所)の責による場合を除き，貴店(所)に迷惑はかけません。 

 

 

 


